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○高砂市商業の活性化に関する条例 

平成 23年 12月 26日高砂市条例第 27号 

高砂市商業の活性化に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、商業の活性化が地域全体の発展に果たす役割の重要性に鑑

み、商業の活性化に関する基本理念その他基本的な事項を定めることにより、

市の商業に関わる全ての者が協働して商業の基盤の強化と健全な発展の促進を

図り、もって市民生活の向上と良好な地域社会の形成に寄与することを目的と

する。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(１) 事業者 市内において、小売業、サービス業等の商業を営む個人及び法人

その他の団体をいう。 

(２) 大型店 大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号）第２条第２項に

規定する大規模小売店舗をいう。 

(３) 商店会 商店街振興組合法（昭和 37年法律第 141号）に規定する商店街振

興組合、中小企業等協同組合法（昭和 24年法律第 181号）に規定する事業協同

組合その他の小売業者等の団体のうち、市内において事業又は活動を行うもの

をいう。 

(４) 地域経済団体 市内をその区域とする商工会議所法（昭和 28年法律第 143

号）に規定する商工会議所その他市の商業の発展を目的とする市内の団体をい

う。 

(５) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人並びに市内において事業

又は活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 商業の活性化は、事業者自らの創意工夫と自助努力により実現されるこ

とを基本とし、事業者、商店会、地域経済団体及び市が協働し、市民の理解と

協力を得ながら行うものとする。 

 

（事業者の役割） 

第４条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を果たすものと

し、商店会、地域経済団体又は市が行う商業の活性化を図るための施策（以下

「商業活性化施策」という。）に協力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、経営に関わる情報の収集及び他の事業者との交流を図るとともに、

商店会、地域経済団体等に加入するよう努めるものとする。 
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（大型店を営む事業者の役割） 

第５条 大型店を営む事業者は、前条に規定するもののほか、当該店舗に期待さ

れる社会的責任の重要性を認識して、地域社会に貢献するための活動を行うよ

う努めるものとする。 

 

（商店会の役割） 

第６条 商店会は、市民の需要に基づき、会員が相互に連携して商業の魅力の向

上に努めるものとする。 

２ 商店会は、それぞれの立地の特性に基づき、コミュニティの核としての社会

的責任を認識して、安心かつ安全で豊かな地域社会の実現に貢献するよう努め

るものとする。 

３ 商店会は、事業者の加入の促進及びその組織基盤の強化を図るとともに、相

互に連携するよう努めるものとする。 

４ 商店会は、商業活性化施策を自ら行うとともに、地域経済団体又は市が行う

商業活性化施策に協力するよう努めるものとする。 

 

（地域経済団体の役割） 

第７条 地域経済団体は、それぞれの設立の目的に基づき、商業に関する調査研

究並びに相談及び指導の実施、組織基盤の強化等を図ることにより、事業者及

び商店会に対する支援を積極的に行うものとし、市その他の関係機関と連携し

て商業の活性化に努めるものとする。 

 

（市の役割） 

第８条 市は、基本理念にのっとり、商業活性化施策を総合的かつ計画的に推進

するものとする。 

２ 市は、商業活性化施策の推進に当たっては、国、県、事業者、商店会、地域

経済団体その他関係機関と連携するものとする。 

 

（市民の理解と協力） 

第９条 市民は、商店会、地域経済団体又は市が行う商業活性化施策について理

解し、及び協力するよう努めるものとする。 

 

（基本計画の策定） 

第 10 条 市長は、商業活性化施策を総合的かつ計画的に推進するため、市の総合

計画等に即して、商業活性化施策に関する基本的な計画（以下「基本計画」と

いう。）を定めるものとする。 

２ 基本計画は、商業活性化施策の目標、方針、方策等について定めるものとす

る。 



３ 市長は、基本計画を定めるときは、あらかじめ、事業者、商店会、地域経済

団体及び市民の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものと

する。 

４ 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

５ 市長は、商業を取り巻く社会経済状況の変化又は新たな需要に対応するため、

基本計画に検討を加え、変更するものとする。 

６ 第３項及び第４項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 

（委任） 

第 11 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附 則 

この条例は、平成 24年４月１日から施行する。 
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